
中原遺跡出土木簡とその周辺

中
原
遺
跡
出
土
木
簡
と
そ
の
周
辺

は

じ

め

に

佐
賀
県
唐
津
市
原
字
西
九
田
に
所
在
す
る
中
原
遺
跡
は
、
松
浦
川
河
口
部
の

東
岸
、
唐
津
湾
お
よ
び
松
浦
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
古
砂
丘
列
上
に
立
地
し
、

そ
の
北
東
に
は
鏡
山
が
近
接
す
る
。
当
遺
跡
か
ら
は
、
弥
生
～
平
安
時
代
の
遺

物

・
遺
構
が
多
数
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
木
簡

一
九
点
が
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
東
西
に
流
れ
る
川
跡
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
文
字
の
確
認

で
き
る
も
の
は

『木
簡
研
究
』
全
一二
号

二
一四
号
）
に
お
い
て
そ
の
釈
文
が
提

示
さ
れ
、
そ
の
後
、
保
存
処
理
等
を
経
た
再
読
作
業
に
よ
っ
て
、
若
干
の
釈
文

訂
正
が
加
え
ら
れ
て
」
れ
。

本
稿
で
は
、
こ
の
中
原
遺
跡
出
土
木
簡
の
う
ち
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
文
字

情
報
を
持
つ
２
号
木
簡

・
８
号
木
簡
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
後
、
そ
の
他
の

木
簡
、
墨
書
土
器
等
出
土
遺
物
を
踏
ま
え
て
、
そ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
中
原
遺
跡

の
性
格
や
唐
津
湾
沿
岸
地
域
の
史
的
特
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
と
思
（光
。

田

中

史

生

２
号
木
簡
と
玉
女

２
号
木
簡
は
曲
物
の
底
板
を
利
用
し
、
文
字
は
板
材
の
両
面
に
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
釈
文
を
示
す
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

【
２
号
木
簡
】

〔邊
力
〕

名
呼
二
邊
玉
女
別
百
讀

凡
死
人
家
到
十
□

〔風
力
〕

先
見
地
土
後
見
□
□

念
保
玉
女
二
□

　

」

。
「
　

　

　

　

堂

〓

＋

膨

綜

　

　

　

　

　

　

　

」

　

　

Ｐ
圏

Ｘ

Ｓ

Ｉ

卜

８

岸

右
の
う
ち

「呼
二
邊
」
で
始
ま
る
面
は
、　
一
行
目
の
文
字
に
右
端
を
久
く
も

の
が
あ
り
、
底
板
の
右
側
久
損
部
分
に
も
さ
ら
に
文
字

・
行
の
あ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。
そ
の
裏
面
は
天
地
を
逆
に
左
寄
せ
に
し
て

「料
郷
十
五
東
」
の
文
字

が
確
認
で
き
る
。
両
面
の
内
容
の
関
連
性
、
先
後
関
係
等
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た

「呼
二
邊
」
の
面
の
一
行
目
は
、
「百
讀
」
と

「凡
死
人
家
」
の
間
に

半
角
程
度
の
空
白
が
あ
り
、
「凡
」
以
下
は
何
ら
か
の
出
典
を
持
つ
文
章
と
推

定
さ
れ
る
。
内
容
は

「玉
女
」
と
か
か
わ
る
祭
祀
に
関
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。



と
こ
ろ
で
、
玉
女
と
は
道
教

・
仏
教

・
陰
陽
道
な
ど
に
見
ら
れ
る
女
性
神
格

で
、
中
国
の
道
教
で
は
真
仙
の
侍
者
と
し
て
玉
童
と
対
と
な
っ
て
登
場
す
る
場

合
と
、
真
仙
そ
の
も
の
と
し
て
登
場
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
日
本
で
は
、

特
に
鎌
倉
期
以
降
、
密
教

。
陰
陽
道
関
係
の
文
献
で
神
仏
混
治
の
様
相
を
見
せ

（４
）

な
が
ら
頻
繁
に
登
場
す
る
が
、
本
木
簡
の
よ
う
に
古
代
に
遡
る
玉
女
の
史
料
は

乏
し
く
、
管
見
の
限
り
、　
一
〇
世
紀
成
立
と
さ
れ
る
仏
教
説
話
集

『三
宝
絵
』

（巻
上
。
四

「精
進
波
羅
密
し
、
九
世
紀
末
前
後
に
皇
大
神
宮
爾
宜
荒
木
田
徳
雄

神
主
が
伝
え
た

「古
記
文
」
に
子
孫
が

一
一
世
紀
半
ば
ま
で
の
事
柄
を
書
き
継

い
だ

『太
神
宮
諸
雑
事
記
』
（天
平
一
四
年
一
一
月
条
）、
若
杉
家
文
書
か
ら
発
見

さ
れ
仁
平
四
年

（
一
一
五
四
）
以
前
の
内
容
を
部
分
的
に
伝
え
る

『小
反
閑
作

法
井
護
身
法
』
な
ど
に
確
認
で
き
る
程
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
共
伴
遺
物
な

ど
か
ら
九
世
紀
前
半
以
前
の
年
代
観
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
る
本
木
簡
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
日
本
に
お
け
る
玉
女
関
連
史
料
の
最
古
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
こ
で
、
上
記
諸
史
料
に
み
え
る
玉
女
の
う
ち
、
『小
反
開
作
法
井
護
身

法
』
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
反
閑
で
登
場
す
る
玉
女
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
す
な

わ
ち
、
江
戸
中
期
の
陰
陽
関
係
史
料

『家
秘
要
抄
』
の
反
門
口
伝
に
は
、
吉
方

に
向
か
っ
て
立
ち

「向
玉
女
在
方
、
三
反
呼
玉
女
名
」
と
い
う
反
閑
の
作
法
が

み
え
、
こ
れ
が
本
木
簡
の

「呼
二
邊
玉
女
」
と
い
う
記
述
と
類
似
す
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
反
閑
口
伝
に
よ
れ
ば
、
玉
女
の
名
を
三
回
呼
ん
だ
後
、
天

鼓
を
三
度
打
ち

（歯
を
三
回
な
ら
す
）、
五
気

（木
火
上
金
水
）
を
観
察
し
て
、
五

種
の
呪
文
を
唱
え
印
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
木
街
の

「先
見
地
上
後

見
□
□
」
や

「百
讀
」
か
ら
も
、
気
の
観
察
や
呪
文
を
読
む
行
為
の
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
も
反
門
と
は
何
ら
か
の
禁
忌
に
姑
し
、
こ
れ
を
回
避

す
る
た
め
の
作
法
と
み
ら
れ
る
放
死
、
本
木
簡
の
玉
女
が

「死
人
」
と
の
か
か

わ
り
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
。
事
実
、
平
安
期
、
除
服

・
病

事
の
際
の
出
行
儀
礼
で
は
反
閑
が
行
わ
れ
た
例
も
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
葬

送
儀
礼
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
本
木
簡
の
玉
女
に
は
、
反
閑
で
呼
ば
れ
る
玉
女

と
類
似
の
性
格
が
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
反
閑
は
中
国
の
遁
甲
式
占
に
属
す
る
反
閑

局
法
に
由
来
し
、
『日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
よ
っ
て
こ
れ
が
九
世
紀
末
に
は

日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
陰
陽
道
で
の
反
閑
が
確
認
で
き

る
の
は

一
〇
世
紀
半
ば
以
降
で
、
そ
れ
は
旧
宅
か
ら
新
宅
に
移
る
際
に
行
わ
れ

る
儀
式
移
徒
法
、
ご
く
限
ら
れ
た
陰
陽
道
祭
、
出
行
儀
礼
、
相
撲
な
ど
の
勝
負

事
の
際
な
ど
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「死
人
」
を
含
む
本
木
簡
の

文
言
と
結
び
つ
く
反
閑
の
祭
祀
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
木
簡

の
祭
祀
も
、
後
の
陰
陽
道
の
反
閑
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
木
簡
の
祭
祀
を
特
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

そ
れ
で
も
、
陰
陽
道
の
反
閑
の
玉
女
は
、
中
国
反
閑
局
法
の
玉
女
と
同
じ
神

格
で
は
な
く
、
複
数
の
神
格
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
陰
陽
道
独
自
の
も
の
と
な

（
１０
）

っ
て
い
る
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
作
法

。
性
格
の
面
で
陰
陽

道
反
閑
の
王
女
と
の
類
似
性
を
み
せ
る
本
木
簡
の
玉
女
は
、
こ
れ
が
反
閑
と
異

な
る
祭
祀
で
呼
ば
れ
た
神
格
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
の
陰
陽
道
反
開
の
玉
女



に
影
響
を
与
え
た
神
格
の

一
つ
で
あ
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
木
簡
が
、
中
央
に
先
行
し
て
中
原
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
唐

津
湾
岸
の
史
的
特
性
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
一　
８
号
木
簡
と
防
人

１
、
様
態
と
内
容
解
釈

８
号
木
簡
は
両
端
の
一
部
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
原
形
と
み
な
さ
れ
、

三
度
の
使
用
痕
跡
を
残
す
。
以
下
に
そ
の
釈
文
を
示
す
。

【
８
号
木
簡
】

「
　

　

　

　

冥

と

日

□

□
□

小
長
□
部
□
□

　

〔注
〕

□
□
家
□
□

「
　
　
　
　
『早
￥

▲
□
ヽ

〔諺
〕

『日
□
ロ
ヤ
》
▲
土
日
ヽ

〔
ヨ
〕

〔証
〕

（
〕
⇔
Ｏ
）
×
∞
］
×
卜
　
ｏ
Ｐ
牌

木
簡
は
、
ま
ず

「小
長
□
部
□
園
」
で
は
じ
ま
る
文
書
が
最
初
に
表
裏
に
わ

た
っ
て
記
載
さ
れ

（
一
次
文
書
）、
そ
の
の
ち
、
「歴
暦
八
年
」
で
は
じ
ま
る
文

書

全
一次
文
圭
ｅ

が
、　
一
次
文
書
を
粗
く
削
り
と
っ
た
う
え
で

一
次
文
書
の
第

二
面
に
あ
た
る
部
分
か
ら
天
地
を
逆
に
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

一
次
文
書
第

一
面
は
、
冒
頭
中
央
に

「小
長
□
部
□
因
」
と
、
そ
の
下
部
左

辟
升
□
□
肇
田
□
ヽ
』
〔ヽ
永
色

ｇ
池
□
□
日
□
乗
□

Ｖ
升
撃
槃
▲
始
ヽ
　
■
Ｙ
量
□
』

右
に
二
名
を
列
記
し
、
こ
の
計
三
名
に
つ
い
て

「甲
斐
囲
□
成
囚
」
と
註
記
す

る
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
続
け
て
、
右
に
寄
せ
て
や
や
小
さ
な
文
字
で

「不
知
状

之
」
と
割
註
を
付
し
て
い
る
。　
一
方
、
第
二
面
は
木
簡
下
半
部
付
近
に
墨
痕
が

確
認
で
き
る
が
、
「乗
□
」
が
人
名
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
以
外
、
文
字
は

ほ
と
ん
ど
判
読
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
兵
士
等
の
歴
名
と
類
似
の
記
載
様
式
は
、
秋
田
城
跡
第
五
四
次
調

査
出
土

一
六
号

。
一
七
号
木
簡
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
る

な
ら
ば
、
冒
頭
の

「小
長
□
部
□
園
」
が
責
任
者
、
以
下
三
名
の
あ
わ
せ
て
三

名
が
甲
斐
国
の

「戊
人
」
（ま
も
り
び
と
）
で
、
そ
の
裏
に
は
文
書
の
作
成
日

ｏ

作
成
者
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
８
号
木
簡

一

次
文
書
は
甲
斐
国
出
身
の
兵
士
が
西
海
道
に
配
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
彼
ら
が
防
人
で
あ
つ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
本
木
簡
は
、
東

国
防
人
の
西
海
道
配
備
を
裏
付
け
る
初
の
出
土
文
字
資
料
と
な
る
。

ま
た
、
本
木
簡
の
表
記
か
ら
は
、
防
人
が
配
備
地
に
お
い
て

「戊
人
」
と
も

称
さ
れ
て
い
た
実
態
が
初
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
防
人
は
、
西
海
道
の

「辺

戊
」
「常
戊
」
「戊
」
に
あ
た
る
人
々
と
し
て
史
料
に
散
見
し
、
軍
防
令
兵
士
上

番
条
は
防
人
を

「防
に
向
か
う
は
三
年
」
と
規
定
し
な
が
ら
、
『続
日
本
紀
』

は
こ
れ
を

「戊
に
赴
く
」
（和
銅
六
年

一
〇
月
戊
午
条
）、
「成
に
配
す
」
（天
平
神

護
二
年
四
月
壬
辰
条
）
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
。
本
木
簡
で
防
人
が

「戊
人
」
と

表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
史
料
と
も
符
合
す
る
。

さ
ら
に
、
甲
斐
国
出
身
の
防
人
の
存
在
を
知
る
も
の
は
、
本
木
簡
の
出
土
ま

蜘甲
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で

「天
平
十
年
度
駿
河
国
正
税
帳
」
が
唯

一
の
史
料
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

駿
河
国
内
を
通
過
す
る
帰
郷
の
旧
防
人
へ
の
食
料
支
給
に
関
す
る
記
録
の
な
か

に
、
伊
豆
国
三
二
人

。
相
模
国
二
三
〇
人

・
安
房
国
三
三
人

・
上
総
国
三
二
三

人

・
下
総
国
二
七
〇
人

・
常
陸
国
二
六
五
人
と
と
も
に
、
甲
斐
国
の
三
九
人
が

み
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の
正
税
帳
に
は
、
任
を
終
え
た
防
人
の
帰
郷
が
出
身
国

単
位
で
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
木
簡
で
も
記
載
は
国

名
十
□
成
人
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
防
人
は
、
任
地
に
お
い
て
も
出
身

国
単
位
で
把
握

。
管
理
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
戊
人
の
一
人

「小
長
□
部
□
園
」
の

「小
長
□
部
」
は
、
お
そ
ら
く

小
長
谷
部
で
、
こ
の
ウ
ジ
は
西
海
道
で
は
大
学
史
生
小
長
谷
連
常
人
が
知
ら
れ

る
の
み
だ
が

（「天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
」
な
ど
）、
甲
斐
国
で
は

『続
日
本

紀
』
神
護
景
雲
二
年
二
月
辛
未
条
の

「人
代
郡
人
少

（長
）
谷
直
五
百
依
」
、

「天
平
十
年
度
駿
河
国
正
税
帳
」
の

「御
馬
部
領
使
山
梨
郡
散
事
小
長
谷
部
麻

佐
」
「山
梨
郡
散
事
小
長
谷
部
練
麻
呂
」
な
ど
複
数
の
例
が
知
ら
れ
、
他
に
参

河

・
信
濃

。
上
野

・
下
総

・
遠
江
な
ど
東
海
道

。
東
山
道
所
属
の
地
域
で
も
広

く
分
布
が
確
認
で
き
る
。
甲
斐
国
出
身
者
に
ふ
さ
わ
し
い
ウ
ジ
名
と
い
え
る
。

一
方
、
二
次
文
書
は
、
第

一
面
の
上
端
部
左
側
が
刀
子
に
よ
る
と
み
ら
れ
る

切
り
折
り
を
受
け
て
欠
損
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
右
側
に

「□
暦
八
年
」
の

文
字
が
確
認
で
き
、
以
下
、
第

一
面
に
人
名
を
四
人
、
第
二
面
に

一
人
を
記
載

す
る
。
ま
た
各
人
名
の
下
に
は
右
寄
せ
で
文
字
を
や
や
小
さ
く
し
て

「七
把
」

の
支
給
食
料
の
記
載
が
続
く
。
た
だ
し
、
遺
存
状
況
の
良
好
で
な
い
三
名
だ
け

は
数
量
を
確
認
で
き
な
い
が
、
上
部
欠
損
の
一
名
を
除
き
い
ず
れ
に
も
合
点
が

確
認
で
き
る
か
ら
、
す
べ
て
に
数
量
は
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
上
部
中
央
の
欠
損
部
分
に
は
、
支
給
食
料
の
総
計

「合
○
束
○
把
」

な
ど
と
記
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
二
次
文
書
は

一
次
文
書
を
粗
く
削
り
と
り
、
天
地
を
逆
に
し
て
作
成
さ

れ
た
帳
簿
で
あ
り
、
防
人
と
か
か
わ
る

一
次
文
書
を
処
理
し
た
部
署
が
こ
の
木

簡
を
再
利
用
し
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
食
料
支
給
を
受

け
た
二
次
文
書
の
五
名
に
つ
い
て
も
、
肥
前
の
人
と
み
る
以
外
に
、
防
人
と
か

か
わ
る
可
能
性
も
考
）え
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
「□
部

大
前
」
の
雀
部
の
分
布
が
西
海
道
に
確
認
で
き
な
い
一
方
、
東
国
で
は
天
平
勝

宝
二
年
に
防
人
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
下
総
国
結
城
郡
の
雀
部
広
島
を
は
じ
め

翁
万
葉
集
』
巻
第
二
〇
―
四
二
九
三
）、
常
陸

。
上
野

・
下
野

・
下
総
な
ど
で
広

く
確
認
で
き
る
ウ
ジ
名
で
あ
る
点
が
留
意
さ
れ
よ
う
。
五
人
を
列
記
し
て
い
る

こ
と
も
、
軍
防
令
隊
伍
条
に
あ
る
よ
う
に
兵
士
が
五
を
単
位
に
編
成
さ
れ
て
い

た
こ
と
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

２
、
防
人
制
の
変
遷
と
木
簡
の
年
代

前
述
の
よ
う
に
二
次
文
書
冒
頭
は

「延
暦
八
年
」
と
よ
め
る
が
、
こ
の
年
紀

は
木
簡
が
出
土
し
た
溝
中
周
辺
の
遺
物
年
代

（八
世
紀
後
半
～
九
世
紀
前
半
）
と

も
合
致
す
る
。
ま
た
、
同

一
部
署
で
処
理
さ
れ
た
可
能
性
の
高
い
帳
簿
木
簡
の

場
合
、　
一
次

・
二
次
の
文
書
作
成
の
時
期
差
は
小
さ
い
と
み
ら
れ
、
当
木
簡
の



中原遺跡出土木簡とその周辺

時
期
は
全
体
と
し
て
も
延
暦
八
年
を
中
心
に
理
解
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
年
代
観
は
、
木
簡
中
の
表
記
や
内
容
か
ら
も
あ
る
程
度
裏
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
ず
、
本
簡
に
は
二
次
文
書
に
人
名
と
し
て

「日
下
部
公
」
と
い

う
ウ
ジ
名
が
み
え
る
が
、
こ
の

「公
」
姓
に
つ
い
て
は
、
『続
日
本
紀
』
天
平

宝
字
三
年

答七
五
九
）
一
〇
月
幸
丑
条
に

「天
下
諸
姓
着
二君
字
・者
、
換
以
二公

字
こ

と
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
ろ
う
。
こ
こ
に
二
次
文
書
の
帳
簿
木
簡
の
上
限

と
し
て
天
平
宝
字
三
年

一
〇
月
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
防
人
制
の
変
遷
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
木
簡
の
上
限
は
さ
ら
に
下
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
『続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
二
次
文
書
の
推
定
上
限
天
平
宝
字
三

年
は
、
大
学
府
か
ら
中
央
へ
の
東
国
防
人
復
活
の
要
請
が
あ
っ
た
年
で
あ
る
。

し
か
し
中
央
政
府
は
こ
の
要
求
を
聞
き
入
れ
な
い
。
二
年
前
の
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
関
人
月
に
東
国
防
人
は
停
止
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
方
針
が
堅
持
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
大
学
府
の
再
三
の
要
請
に
よ
り
、
天
平
神
護
二
年

（七
六

六
）
四
月
、
よ
う
や
く
東
国
防
人
は
復
活
す
る
が
、
そ
れ
も
全
面
的
な
復
活
で

は
な
い
。
こ
の
時
、
筑
紫
に
留
ま
る
東
国
防
人
を
検
括
し
て
成
に
配
し
、
そ
の

分
だ
け
西
海
道
六
国
か
ら
徴
す
る
防
人
の
数
を
減
ら
す
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
東
国
防
人
は
、
天
平
宝
字
元
年
か
ら
天
平
神
護
二
年
ま
で
九
年
間

も
の
空
白
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
仮
に

一
次
文
書
の
甲
斐
国
防
人
を
天
平
宝
字
元

年
以
前
配
備
の
東
国
防
人
と
み
る
と
、
天
平
宝
字
三
年

一
〇
月
を
上
限
と
す
る

二
次
文
書
と
の
間
に
は
最
短
で
も
二
年
以
上
の
開
き
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

同

一
部
署
で
再
利
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
帳
簿
木
簡
に
こ
う
し
た
時
間
差
は
不

自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、　
一
次
文
書
を
東
国
防
人
が
再
配
備
さ
れ
た
天
平
神

護
二
年

（七
六
工０

以
後
の
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、
上
記
の
時
間
差
に
関
す
る

問
題
点
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

次
い
で
、
二
次
文
書
の
下
限
に
つ
い
て
は
、
延
暦

一
四
年

（七
九
五
）

一
一

月
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『類
衆
三
代
格
』
巻

一
人
延
暦

一
四
年

一

一
月
二
二
日
太
政
官
奏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
防
人
が
廃
止
さ
れ
防
人
司
も
停

廃
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
官
奏
は

一
部
文
字
が
欠
損
す
る
も
の
の
、
西

海
道
滞
留
の
旧
東
国
防
人
の
子
は
原
則
と
し
て
当
地
で
戸
籍
に
附
し
兵
士
と
し

て
徴
す
こ
と
と
し
、
も
し
留
ま
る
こ
と
を
願
わ
ぬ
者
や
父
へ
の
随
伴
を
願
う
者

が
あ
れ
ば
東
国
へ
帰
郷
さ
せ
る
こ
と
も
許
可
し
た
ら
し
い
。
た
だ
し
壱
岐

。
対

馬
の

「
二
成
」
に
つ
い
て
は

「旧
例
」
に
従
い
防
人
を
置
い
た
が
、
こ
れ
が
東

国
防
人
を
含
ま
な
い
こ
と
は
、
『日
本
後
紀
』
延
暦
二
三
年

（八
〇
四
）
六
月
甲

子
条
、
『類
衆
国
史
』
大
同
元
年

（八
〇
工０
　
一
〇
月
壬
戊
条
、
『続
日
本
後

紀
』
承
和

一
〇
年

（八
四
こ

人
月
戊
寅
条
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

ら
に
よ
れ
ば
、
延
暦

一
四
年
以
降
、
壱
岐
で
は
同
二
三
年
ま
で
、
対
馬
で
は
そ

れ
以
後
も
依
然
置
か
れ
続
け
た
防
人
は
、
「六
国
所
配
防
人
」
潔
現
紫
人
」
で
あ

り
、
つ
ま
り
は
壱
岐

。
対
馬
以
外
の
筑

・
肥

・
豊
の
西
海
道
諸
国
徴
発
の
人
々

で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
、
旧
東
国
防
人
の
子
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る

が
、
彼
ら
は
す
で
に
西
海
道
戸
籍
に
附
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
、
「甲
斐

國
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「甲
斐
國
」
を
冠
し

て
表
記
さ
れ
る
防
人
の
下
限
は
延
暦

一
四
年

（七
九
五
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



以
上
の
よ
う
に
、
当
木
簡
の
二
次
文
書
を

「延
暦
八
年
」
と
し
、　
一
次
文
書

も
こ
れ
に
近
い
時
期
の
も
の
と
み
る
こ
と
に
、
表
記
や
内
容
上
の
矛
盾
は
な
い
。

な
ら
ば
、
前
述
の

『類
衆
三
代
格
』
延
暦

一
四
年

一
一
月
二
二
日
太
政
官
奏
が

引
く
延
暦
二
年
五
月
二
二
日
騰
勅
符
に

「宜
下就
二彼
防
・簡
二願
レ留
徒
・、
井
括
二

旧
防
逃
留
・以
配
中常
戊
”
其
所
レ欠
者
差
二首
土
兵
士
・補
レ之
」
と
あ
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、
残
留
希
望
の
防
人
や
西
海
道
に
逃
げ
留
ま
り

検
括
さ
れ
た
旧
防
人
を
常
戊
に
配
し
、
不
足
分
を

「営
土
兵
士
」
で
補
充
す
る

政
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
の
天
平
神
護
二
年
と
の
違
い
は
、
旧
防
人
の

検
括
だ
け
に
頼
ら
ず
残
留
希
望
の
防
人
も
募
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ

る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
廷
暦
二
年
以
降
も
東
国
防
人
は
新
た
に
供
給
さ
れ
ず
、

旧
防
人
で
西
海
道
に
留
ま
っ
た
者
を
あ
て
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
騰
勅
符
の
延
暦
二
年
に
防
人
交
替
も
あ
っ
た
と
み
な
す
な
ら
ば
、
三
年
任

期
と
し
て
延
暦
八
年
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
交
替
期
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。

木
簡
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
「甲
斐
囲
□
戊
囚
」
の
割
註

「不
知
状

之
」
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
胆
沢
城
跡
第
四

三
号
漆
紙
文
書
な
ど
か
ら
推
測
す
る
に
、
本
来
、
兵
士
歴
名
の
名
の
下
は
本
貫

な
ど
の
情
報
が
入
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
当
木
簡
で
は
こ
こ
を

「不
知

状
之
」
（状
を
知
ら
ず
）
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
三
〇
年
以
上
も
筑

紫
に
留
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る

「小
長
口
部
□
園
」
ら
三
名
は
、
甲
斐
国
の

旧
防
人
で
あ
る
こ
と
以
外
、
本
貫
な
ど
の
詳
細
な
記
録

・
情
報
が
既
に
不
明
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〓
一　
中
原
遺
跡

の
性
格
を
め
ぐ

っ
て

１
、
律
令
期
中
原
遺
跡
周
辺
の
景
観

古
代
の
肥
前
国
は
、
『肥
前
国
風
上
記
』
（以
下

『風
上
記
ら
、
『延
喜
式
』
民

部
式
、
『和
名
類
衆
抄
』
（以
下

『和
名
抄
し

に
あ
る
よ
う
に

一
一
の
郡
を
管
し

た
。
そ
し
て

『風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
な
か
で
も
最
も
多
く
の
郷
を
擁
し

た
の
が
中
原
遣
跡
の
所
在
す
る
松
浦
郡
で
あ
る
。
そ
の
郷
数
は
実
に

一
一
に
も

の
ぼ
る
。
し
か
し
、
現
存

『風
土
記
』
で
確
認
で
き
る
郷
名
は
大
家

・
値
嘉
の

み
で
、
『和
名
抄
』
も
庇
羅

。
大
沼

。
値
嘉

・
生
佐

。
久
利
の
五
郷
を
録
す
に

過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
『風
土
記
』
は
松
浦
郡
に
つ
い
て

「澤
伍
所
」
と
し
、
こ

の
五
駅
は
、
『廷
喜
式
』
兵
部
省
式
諸
国
駅
伝
馬
条
や

『和
名
抄
』
の
記
載
順

に
磐
氷

。
大
村

。
賀
周

。
逢
鹿

・
登
望
の
五
駅
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
」
拠
。
今

回
、
こ
れ
ら
と
か
か
わ
る
地
名
が
、
以
下
に
示
す
１
号
木
簡

。
３
号
木
簡
か
ら

確
認
さ
れ
た
。

【
１
号
木
簡
】
　

‐

〔部
〕

「大
村
呈
川
部
祖
次
付
日
下
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（牌ｏＰ／
認
×
ｏ
常
Φ

【
３
号
木
簡
】

「大
村
郷
同
　
国
秦
部
宮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（牌∞『Ｘ
遭
×
∞
常
ｏ

右
の

「大
村
戸
主
」
「大
村
郷
」
に
よ
っ
て
、
松
浦
郡
で
は
こ
れ
ま
で
知
ら

れ
て
い
な
い
大
村
郷
の
存
在
が
初
め
て
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
大
村
駅
を
彼



杵
郡
大
村
郷
で
は
な
く
松
浦
郡
内
の
唐
津
市
浜
玉
町
五
反
田
付
近
に
求
め
る
べ

き
と
す
る
（般
に
、
同
時
代
史
料
の
裏
付
け
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
大
村
駅
か
ら
西
側
の
駅
路
は
、
鏡
山
の
南
麓
を
通
っ
た
と
み
ら
れ
る
か

ら
、
そ
の
駅
路
が
中
原
遺
跡
付
近
を
通
過
し
て
い
た
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
原
遺
跡
の
近
く
に
は
、
駅
路
だ
け
で
な
く
郡
家
も
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
松
浦
郡
家
が
松
浦
川
下
流
域
に
存
在
し
た
こ
と

は
、
『風
土
記
』
が
郡
家
を
鏡
渡
の
南
、
招
振
峯

（鏡
山
）
の
西
、
賀
周
里

。

逢
鹿
駅
の
東
南
と
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
郡
家
の
所
在
地
点
に
つ
い（・６）

て
は
、
久
利
訊
水
古
墳
を
は
じ
め
有
力
古
墳
の
あ
る
久
利
付
近
に
求
め
る
見
解
、

鏡
神
社
の
あ
る
鏡
付
近
に
求
め
る
見
解
な
ど
が
あ
る
が
、
近
年
、
久
利
か
ら
松

浦
川
を
挟
ん
だ
西
側
に
位
置
す
る
千
々
賀
古
園
遺
跡
で

「
コ
」
の
字
型
配
置
を

と
る
可
能
性
を
持
つ
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
郡
家
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
遺
構
の
状
況
や
立
地
、
あ
る
い
は
壱
岐
嶋
分
寺
に
供
給
さ
れ
て
い

る
平
瓦
や

「嶋
守
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
の
出
土
な
ど
か
ら
、
千
々
賀
古
園
遺

跡
を
郡
家
で
は
な
く
、
肥
前
国
が
壱
岐
嶋
分
寺
造
営
を
支
援
す
る
た
め
に
設
け

た
官
行
跡
と
み
な
す
説
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
郡
家
所
在
地

点
は
未
だ
確
定
し
な
い
が
、
中
原
遺
跡
と
郡
家
が
数
キ
ロ
の
範
囲
内
で
収
ま
る

位
置
関
係
に
あ
る
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。

そ
し
て
中
原
遺
跡
か
ら
は
、
「林
少
領
」
を
は
じ
め
、
「少
林
」
「官
院
」
と

記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
」
肥
。
こ
こ
も
官
行
、
な
か
で
も
郡
の
林
少

領
と
結
び
つ
く
遺
跡
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
中
原
遺
跡
は
、
近
傍
の
郡

家
と
機
能
的
連
関
を
持

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
中
原
遺
跡
か
ら
は

「守
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器

一
点
も
出
土
し
、
国
と
の
関
係
も
示
唆
さ
れ
る
が
、

こ
れ
も
当
遺
跡
が
郡
家
関
連
遺
跡
で
あ
る
ゆ
え
の
遺
物
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た

『風
土
記
』
松
浦
郡
条
に
よ
る
と
、
中
原
遺
跡
北
東
の
招
振
峯

（鏡

山
）
に
は
招
振
峰
が
置
か
れ
、
そ
の
西
方
松
浦
川
河
日
付
近
に
鏡
渡
も
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
、
六
世
紀
、
朝
鮮
半
島

へ
向
か
っ
た
大
伴
狭
手
彦
の
船
を
見
送
る
弟

日
姫
子
伝
承
と
か
か
わ
る
地
に
立
地
す
る
。
さ
ら
に

『風
土
記
』
は
、
新
羅
に

向
か
う
神
功
皇
后
が
松
浦
郡
の
玉
島
川
に
立
ち
寄
り
鮎
釣
り
を
し
た
際
に
発
し

た
言
葉
が
郡
名
の
由
来
で
あ
る
と
も
伝
え
て
お
り
、
唐
津
湾
に
面
す
る
鏡
山
周

辺
地
域
は
、
古
く
か
ら
朝
鮮
半
島
と
の
つ
な
が
り
が
意
識
さ
れ
る
交
通
上
の
要

衝
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
招
振
峰
の
存
在
や
壱
岐
と
の
関
係
を
示

す
千
々
賀
古
園
遺
跡
の
瓦

・
墨
書
土
器
を
み
て
も
、
当
地
が
律
令
期
に
あ
っ
て

も
、
壱
岐

。
対
馬
、
さ
ら
に
は
そ
の
先
へ
つ
な
が
る
海
上
交
通
の
要
地
で
あ
っ

た
こ
と
は
屍
い
な
い
。　
一
方
、
中
原
遺
跡
か
ら
も
中
空
円
面
硯
や
秦
部
の
ウ
ジ

名
を
記
す
木
簡

（３
号
木
簡
）
が
出
土
し
、
当
地
に
七
世
紀
以
前
か
ら
文
字
技

術
者
を
含
む
渡
来
系
の
人
々
の
居
留
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
定
で
き
る
。
中
原
遺

跡
か
ら
出
土
し
た
前
述
の
防
人
木
簡
や
玉
女
木
簡
は
、
こ
う
し
た
当
地
の
東
ア

ジ
ア
に
つ
な
が
る
地
域
的
景
観
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

２
、
中
原
遺
跡
と
防
人

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
現
存
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
防
人
の
配
備
地
は
、

中原遺跡出土木簡とその周辺
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筑
紫
と
壱
岐

・
対
馬
で
あ
っ
て
、
西
海
道
の
そ
の
他
の
地
域
に
も
こ
れ
が
配
備

さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
防
人
研
究
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
８
号
木
簡
は
防
人
と
肥
前
国
と
の
関
係
を
初
め
て
確
認
し
う
る

貴
重
な
史
料
と
な
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
当
地
が
壱
岐
と
も
つ
な
が
る
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
８
号
木
簡
に
つ
い
て
も
中
原
近
辺
に
配
備
さ
れ
た
防
人
を

指
す
と
み
る
以
外
に
、
壱
岐
に
向
か
う
た
め
に
立
ち
寄

っ
た
防
人
を
指
す
可
能

性
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
『日
本
後
紀
』
廷
暦
二
三
年

（八
〇
四
）
六
月
甲
子
条
に
よ
れ
ば
、

壱
岐
嶋
防
人
根
は
筑
前
が
運
漕
し
て
い
た
ら
し
く
、
つ
ま
り
は
九
州
本
土
側
の

壱
岐
防
人
と
の
連
絡
拠
点
は
博
多
大
津
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お

一

二
世
紀
初
頭
前
後
の

「対
馬
貢
銀
記
」
翁
朝
野
群
載
』
巻
一こ

に
よ
れ
ば
、
筑
前

国
博
多
津
を
出
港
の
船
は

一
日
で
壱
岐
嶋
に
着
き
、
さ
ら
に
も
う

一
日
で
対
馬

嶋
に
到
着
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
木
簡
の

「不
知
状
之
」
を
本

貫
な
ど
の
情
報
を
意
識
し
た
註
記
と
解
し
う
る
な
ら
、
こ
れ
は
防
人
歴
名
の
作

成
と
か
か
わ
る
木
簡
と
す
べ
き
で
、
や
は
り
当
地
へ
の
防
人
配
備
と
か
か
わ
る

木
簡
と
み
な
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
食
料
支
給
を
示
す
二
次
文
書
も

防
人
と
か
か
わ
る
木
簡
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
当
地
に
は
恒
常
的
な
防
人
と
の

関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
軍
防
令
欲
至
条
は
、
防
人
配
備
に
つ
い

て

「凡
そ
防
人
至
ら
む
と
せ
ば
、
所
在
の
官
司
、
預
て
部
分
為
れ
」
と
あ
る
か

ら
、
こ
う
し
た
木
簡
が
大
学
府
以
外
の
地
方
官
行
関
連
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
も

何
ら
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
郡
家
関
連
遺
跡
か
ら
の
出
土
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、

松
浦
郡
配
備
の
防
人
と
考
え
る
な
ら
ば
、
前
述
の
よ
う
に
唐
津
湾
岸
が
対
外
的

要
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
、
８
号
木
簡
の

「甲

斐
國
□
戊
囚
」
の
四
字
目
の
不
明
瞭
な
文
字
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

「成
」
の
上
の
字
は
左
辺
に
さ
ん
ず
い
と
み
ら
れ

る

「Ｖ
」
と
右
辺
下
に

「、」
が
確
認
で
き
、
「津

（津
こ

の
字
の
可
能
性
が

高
い
が
、
こ
の
部
分
を

「津
戊
人
」
（
つ
も
り
び
と
）
と
み
る
と
、
天
平
期
の
出

雲
国
の
例
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

天
平
五
年

（七
三
一影

の

『出
雲
国
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
出
雲
国
に
は
島

根
郡
瀬
埼
戊

・
神
門
郡
宅
択
戊
の
二
戊
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
海
に
面
し
た
交

通
の
要
衝
に
比
定
さ
れ
る
。
特
に
瀬
埼
戊
は
千
酌
浜
北
方
に
置
か
れ
、
そ
の
浜

に

「隠
岐
の
国
に
度
る
津
」
（島
根
郡
条
）
が
あ
る
。
ま
た

「天
平
六
年
度
出
雲

国
計
会
帳
」
に

「津
守
帳

一
巻
」
「道
守
帳

一
巻
」
が
み
え
、
こ
の
う
ち

「津

守
帳
」
は
、
新
羅
に
備
え
た
天
平
四
年
～
六
年
の
節
度
使
体
制
下
に
お
い
て
、

兵
士
に
よ
る
先
の
二
成
を
含
む
海
津
防
守
に
か
か
わ
る
帳
簿
と
さ
れ
程
。

し
た
が
つ
て
、
「甲
斐
國
津
戊
人
」
と
判
読
可
能
な
当
木
簡
は
、
対
外
関
係

と
か
か
わ
り
津
に
戊
が
置
か
れ
、
そ
こ
を
兵
士
が
防
備
す
る
と
い
う
様
態
が
、

臨
時
の
節
度
使
体
制
下
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
「常
戊
」
を
置
く
西
海
道
防

人
制
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
。
出
雲
国
で
浮
か

び
上
が
る
千
酌
津

。
戊

。
津
守
の
密
接
な
関
係
を
、
当
木
簡
で
は
鏡
渡
あ
る
い

は
壱
岐
へ
向
か
う
津

・
常
戊

・
津
戊
人
の
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
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う
。
な
お
、
唐
の
防
人
も
津
の
防
守
を
行
っ
て
い
た
ら
し
い
か
ら
、
日
本
も
唐

制
の
影
響
下
に
津
の
防
守
を
防
人
制
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を

「津
戊

人
」
と
称
し
て
い
た
可
能
性
も
浮
上
す
る
。

３
、
中
原
遺
跡
と
祭
祀

中
原
遺
跡
で
は
、
そ
の
溝
跡
か
ら
灯
明
皿
な
ど
の
祭
祀
関
連
遺
物
が
出
土
し

て
い
る
。
多
く
の
木
簡
や
墨
書
土
器
を
含
む
溝
が
、
祭
祀
と
も
深
く
か
か
わ
っ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
祭
祀
遺
物
に
も
、
中
原
遺
跡

の
置
か
れ
た
地
域
的
特
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
２
号
木
簡
は
、
中
央
で
行
わ
れ
た
玉
女
関
連
祭
祀
に
先
行

す
る
可
能
性
を
持

っ
た
地
方
の
木
簡
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
中
央
の
王

女
関
連
祭
祀
と
は
直
ち
に
結
び
つ
か
な
い
独
自
性
す
ら
看
取
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
を
中
央
の
祭
祀
の
地
方
へ
の
伝
播
と
し
て
解
釈
す
る
の
は
難
し
か

ろ
う
。
中
国
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
な
が
ら
、
中
国
と
は
異
な
っ
た
多
様
な
性
格
を

内
包
す
る
日
本
の
玉
女
に
は
、
そ
の
前
史
に
こ
う
し
た
地
方
で
の
先
駆
的
な
受

容
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
に
起
源
す
る
神
格
の
受
容
が
、
唐
津
湾
岸
地
域
に
い
ち

は
や
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
古
く
か
ら
国
際
交
流
の
環
境
を
持
つ
当
地
の

先
進
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
中
原
遺
跡
か
ら
は
祭
祀
に
使
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
舟
形
木
製
品
が

出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
も
海

・
川
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
当
地
の
様
相
と
深

く
結
び
つ
い
た
遺
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
１
号
木
簡
に
み
え
る
川
部
氏
が
、

遣
唐
使
船
の
施
師
も
輩
出
す
る
ほ
ど
水
上
交
通
に
長
け
た
在
地
の
氏
族
で
あ
っ

た
こ
と
は
既
に
指
摘
が
あ
程
。
加
え
て
、
魚
の
絵
を
刻
ん
だ
ヘ
ラ
書
土
器
も
出

土
し
、
中
原
遺
跡
の
祭
祀
に
は
、
水
産
物
と
深
く
か
か
わ
っ
た
当
地
の
生
業
と

の
関
連
も
見
え
隠
れ
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
半
ば
記
号
化
さ
れ
た
文
字
で

「魚
女
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
が
数
点
出
土
し
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

『万
葉
集
』
巻
五
に
は
玉
島
川

・
松
浦
川
と
か
か
わ
り
、
魚
を
釣
る
女
子
、

「漁
夫
」
の
子
、
漁
を
す
る

「阿
末
」
（海
人
）
の
子
な
ど
が
登
場
し
て
い
る

令
遊
於
松
浦
川
序
」
な
ど
）。
特
に
、
鮎

。
若
鮎
釣
り
の
こ
と
は
頻
繁
に
登
場
し

（八
五
五
～
八
五
九
・
八
エハ
一こ
、
『風
土
記
』
の
松
浦
郡
の
地
名
伝
承
と
の
関
連

を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
松
浦
郡
条
に
よ
れ
ば
、
当
地
で
は

四
月
に
婦
女
が
針
で
鮎
を
釣
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
「男
夫
は
釣
る
と
雖
も
、

獲
る
こ
と
能
は
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
な
ら
ば
記
号
化
し
た

「魚
女
」
に
つ
い

て
も
単
な
る
女
性
の
人
名
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
当
地
の
漁
労
を
め
ぐ
る
慣
習

と
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
　
す
　
び

以
上
の
よ
う
に
、
海
上
交
通
の
拠
点
た
る
松
浦
川
河
口
部
に
位
置
し
た
中
原

遺
跡
で
は
、
当
地
の
生
業
と
か
か
わ
る
旧
来
か
ら
の
地
域
祭
祀
と
大
陸
に
起
源

す
る
先
進
的
祭
祀
の
混
在
状
況
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
防
人
配
備



と
か
か
わ
る
部
署
も
置
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
東

ア
ジ
ア
を
含
む
広
狭

の
社

会
が
複
雑
に
絡
み
合
う
当
遺
跡
に
は
、
松
浦
湾
沿
岸

の
地
域
的

・
歴
史
的
特
性

が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
郡
と
深

い
か

か
わ
り
を
持
ち
検
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
郡
自
体

の
持

つ
機
能

。
実
態
も
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
う

の
で
あ
る
。

註
（
１
）

佐
賀
県
教
育
委
員
会
文
化
課
編

『古
代
の
中
原
遺
跡
―
解
き
明
か
さ
れ
る
鏡
の

渡
し
―
』
《
西
九
州
自
動
車
道
文
化
財
調
査
概
要
》
０
一〇
〇
五
年
）
、
小
松
譲

「古
代
中
原
遺
跡
の
概
要
お
よ
び
周
辺
遣
跡
」
令
木
簡
学
会
研
究
集
会
現
地
見
学

会
資
料
』
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
２
）

本
稿
の
木
簡
番
号
及
び
釈
文
は
、
い
ず
れ
も
註

（
１
）
に
よ
る
。

（
３
）

石
井
昌
子

「玉
女
修
仙
―
道
教
経
典
に
み
る
玉
女
―
」
翁
新
し
い
漠
字
漢
文
教

育
』
三
二
、
二
〇
〇

一
年
）
。

（
４
）

田
中
貴
子

「
〈玉
女
〉
の
成
立
と
限
界
―

『慈
鎮
和
尚
夢
想
記
』
か
ら

『親
鸞

夢
記
』
ま
で
―
」
翁
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
』
４
所
収
、
平
凡
社
、　
一
九
八
九

年
）
。

（
５
）

村
山
修

一
編

『陰
陽
道
基
礎
史
料
集
成
』
（東
京
美
術
、　
一
九
八
七
年
）
三
六

三
～
三
六
七
頁
。

（
６
）

小
坂
員
二

「反
閉
」
翁
民
俗
と
歴
史
』
人
、　
一
九
七
九
年
）
参
照
。

（
７
）

八
木
意
知
男

「特
殊
歩
行
の
儀
―
反
閑
と
高
歩
―
」
亀
神
道
史
研
究
』
三
人
―

一
、　
一
九
九
〇
年
）。

（
８
）

小
坂
員
二

「反
閉

（下
と

（
『民
俗
と
歴
史
』

一
〇
、　
一
九
八
〇
年
）、
同

「陰

陽
道
の
反
閑
に
つ
い
て
」
翁
陰
陽
道
叢
書
４
特
論
』
名
著
出
版
、　
一
九
九
三
年
）。

（
９
）

小
坂
員
二
前
掲
註

（
８
）
論
文
。

（
１０
）

田
中
勝
裕

「
『小
反
閑
井
護
身
法
』
の

一
考
察
―

「天
鼓
」
と

「玉
女
」
を
め

ぐ
っ
て
―
」
翁
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
三
、
二
〇
〇
五
年
）。
　
　
　
　
　
　
　
２４

（
Ｈ
）
　

『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
』
Ⅱ

（〈秋
田
城
跡
調
査
事
務
所
研
究
紀
要
Ⅱ
〉

一
九
九
二
年
）
。

（
・２
）

野
田
嶺
志

『防
人
と
衛
士
』
（教
育
社
、　
一
九
八
〇
年
）

一
五
二
～

一
五
五
頁
。

（
・３
）

水
沢
市
教
育
委
員
会

『胆
沢
城
跡

昭
和
五
九
年
度
発
掘
調
査
概
報
』
盆

九
八

五
年
）。

（
・４
）

松
尾
禎
作

「肥
前
駅
路
私
考
」
翁
郷
土
研
究
』
六
、　
一
九
五
五
年
）
。

（
・５
）

木
下
良

「肥
前
国
」
ｑ
古
代
日
本
の
交
通
路
』
Ⅳ
、
大
明
堂
、　
一
九
七
九
年
）
。

（
・６
）

吉
村
茂
三
郎

「肥
前
風
上
記
に
現
れ
た
松
浦
郡
の
地
誌
」
亀
校
本
肥
前
風
上
記

と
そ
の
研
究
』
佐
賀
県
史
編
纂
委
員
会

・
佐
賀
県
郷
土
研
究
会
、　
一
九
五

一
年
）
。

（
・７
）

日
野
尚
志

「肥
前
国
の
郡
家
に
つ
い
て
」
亀
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文

集
』
三
四
十

（
１
）
―

〔
Ｉ
〕
、　
一
九
八
六
年
）
。

（
・８
）

山
口
亨

「壱
岐
嶋
分
寺
の
造
営
体
制
」
３
福
岡
考
古
学
論
集
―
小
田
富
士
雄
先

生
退
職
記
念
―
』
小
田
富
士
雄
先
生
退
職
記
念
事
業
会
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
・９
）

前
掲
註

（
１
）
に
同
じ
。
以
下
、
中
原
遺
跡
出
土
墨
書
土
器
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
２０
）

北
條
秀
樹

『日
本
古
代
国
家
の
地
方
支
配
』
第
二
部
第
三
章

釜
口川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
２．
）

関
和
彦

『出
雲
国
風
上
記
註
論
　
嶋
根
郡

・
巻
末
条
』
（島
根
県
古
代
文
化
セ

ン
タ
ー
調
査
研
究
報
告
書
二
五
、
二
〇
〇
四
年
）

（
２２
）

舘
野
和
己

『日
本
古
代
の
交
通
と
社
会
』
第

一
編
第
三
章

（塙
書
房
、　
一
九
九

八
年
）
。

（
２３
）

舘
野
和
己
前
掲
註

（
２２
）
論
文
。

（
２４
）

田
中
正
日
子

「土
器

・
木
簡

・
文
献
に

「川
部
」
を
読
む
」
翁
ふ
る
さ
と
の
自

然
と
歴
史
』
二
八
六
、
二
〇
〇

一
年
）
。




